
千葉地区における有識者との懇談会及び講演会の開催について 

 

令和５年１０月１３日 

公 正 取 引 委 員 会 

 

公正取引委員会は、競争政策について理解を深めていただくとともに、各地域の実

情や幅広い意見、要望等を把握し、今後の競争政策にいかしていくため、千葉地区の

経済界代表等の有識者と公正取引委員会事務総長との懇談会及び講演会を開催しま

す。 

懇談会等の概要は以下のとおりです。 

 

１ 懇談会 

ア 日 時  令和５年１２月６日（水）１３：００～１４：３０ 

イ 場 所  千葉県自治会館 ９階 第３会議室 

（千葉市中央区中央４－１７－８） 

ウ 出席者  千葉地区の有識者６名 

公正取引委員会 事務総長 藤本 哲也 ほか（別紙参照） 

 

２ 講演会 

ア 日 時  令和５年１２月６日（水）１５：００～１６：３０ 

イ 場 所  千葉県自治会館 ９階 第１・２会議室 

（千葉市中央区中央４－１７－８） 

ウ 講 師  公正取引委員会 事務総長 藤本 哲也 

エ テーマ  「成長と分配の好循環の実現と公正取引委員会の役割」 

 

講演会に参加を御希望の方は、１２月４日（月）までに、公正取引委員会ホー

ムページ（https://www.jftc.go.jp/training/020/training_minikon.html）から

お申し込みください。会場定員６４名（先着申込順）です。 

また、当日は、講演会後に、独占禁止法等に関する相談コーナーを設け、皆様

からの御相談に応じますので、どうぞ御利用ください。 

なお、懇談会及び講演会は、カメラ撮影及び傍聴取材が可能です。御希望の場

合には、事前に下記問い合わせ先まで御連絡ください。 

         
問い合わせ先  公正取引委員会事務総局官房総務課 

電 話 ０３－３５８１－３６４９（直通） 

ＦＡＸ ０３－３５８１－１９６３ 

ホームページ  https://www.jftc.go.jp/ 
   

https://www.jftc.go.jp/training/020/training_minikon.html
https://www.jftc.go.jp/


 
 

 
千葉地区における有識者との懇談会出席者 

 

 

（有識者） （敬称略・五十音順） 

粟生
あ お う

 雄四郎
ゆうしろう

 千葉商工会議所 副会頭 

飯塚
いいづか

 真太郎
しんたろう

 千葉県中小企業団体中央会 会長 

神余
かなまる

 崇子
た か こ

 城西国際大学 経営情報学部 教授 

佐藤
さ と う

 大介
だいすけ

 
株式会社千葉日報社 編集局長 編成センター長 

メディアビジネス直轄 

山口
やまぐち

 祐
ゆう

輔
すけ

 千葉県弁護士会 副会長 

和田
わ だ

 三千代
み ち よ

 千葉県消費者団体連絡協議会 会長 

 
 

（公正取引委員会）  

藤本
ふじもと

 哲也
て つ や

 

 

公正取引委員会 事務総長 

            ほか 

 

 

別紙 



講演会の申込方法は、裏面をご覧ください。

講師： 藤本 哲也
（公正取引委員会事務総長）

ふじもと てつや

参加費無料
「成長と分配の好循環の実現と
公正取引委員会の役割」
【講演内容】
・競争の意義、独禁法・下請法の基本ルール
・価格転嫁円滑化、フリーランスに係る取引適正
化等の公正な取引環境の確保のための取組

・グリーン、デジタル等の分野への実態調査や提
言等の競争環境を整備するための取組

（経歴）
昭和６２年４月 大蔵省入省
平成２１年７月 公正取引委員会

事務総局調整課長
令和３年７月 審査局長
令和４年７月 経済取引局長
令和５年７月 事務総長

千葉県自治会館 ９階第１・２会議室
（千葉市中央区中央４－１７ー８）

令和５年１２月６日（水）
１５：００～１６：３０

講演会終了後、皆様からの御相談・御質問を無料でお受けする「相談コーナー」
を設けます。下請イジメなどでお困りの方は、お気軽に御相談ください。

開催日時

会 場

●会場の定員は６４名です（先着順）。
●事業者の方はもちろん、一般の方
も参加いただけます。

●報道機関の取材もお受けします。

無料相談の実施 １６：３０～１６：５０

公正取引委員会講演会
ー 独占禁止法、下請法等を分かりやすく説明します ー

後援 千葉商工会議所

公正取引委員会
キッズキャラクター
「どっきん」

（主催） （後援）



会場周辺地図

公正取引委員会
キッズキャラクター

「どっきん」

@jftc

公正取引委員会事務総局 官房総務課 担当︓須原、福田
電 話 03-3581-5471（9:30〜18:15）

ＹｏｕＴｕｂｅ「公正取引委員会チャンネル」では、
独占禁止法・下請法を紹介する動画を配信中！
是非見てね♪

公正取引委員会チャンネル

アクセス

●千葉県自治会館

［電車］
◆ＪＲ千葉駅から徒歩約１５分
◆ＪＲ本千葉駅から徒歩約１０分
◆京成千葉中央駅から徒歩約５分

右のＱＲコードから参加のお申込みをお願いいたします。
又は、公正取引委員会ホームページ
（https://www.jftc.go.jp/training/020/training_minik
on.html）の申込フォームからお申込みください。 ＱＲコードの読み取り▶「【千

葉地区】公正取引委員会の講演
会」を選択▶必要事項入力▶送信
※満席の場合のみ担当者

から御連絡いたします。

申込方法

お問い合わせ先

［モノレール］
◆千葉都市モノレール

県庁前駅から徒歩３分

※駐車場はございませんので、公共交通
機関又はお近くの有料駐車場を御利用く
ださい。

９階第１・２会議室
(千葉市中央区中央４－１７－８）

https://www.jftc.go.jp/training/020/training_minik

